
鳥取県県土整備部設計単価・歩掛決定要領 

 

 

１  適用範囲 

  この要領は、鳥取県県土整備部が設計単価・歩掛を決定するに当たっての取扱につい

て定めたものである。 

  なお、この要領によることが著しく不適当であると認められるものについては、別途

運用できるものとする。 

 

２  用語の定義 

（１）物価資料  …（財）建設物価調査会発行の「月刊建設物価」、「建設物価ニュー

ス速報」及び（財）経済調査会発行の「月刊積算資料」、「週刊速

報物価版」をいう。 

（２）見積書    …メーカー、商社、建設会社等から徴取した見積りをいう。 

 （３）設計単価  …設計に用いる材料単価をいう。 

 （４）設計歩掛 …設計に用いる施工歩掛及び業務歩掛をいう。 

 （５）公表価格  …メーカー等のカタログに掲載されている参考単価（メーカー希望価

格）、参考歩掛をいう。 

 （６）実勢価格  …市場で実際に取引されている価格をいう。  

 （７）異常値   …見積りの内容に不備があるもの、見積価格が公表価格となっている 

もの又は見積りの平均価格に対して３０％以上の差異があるものを 

いう。 

（８）再構成  …見積書の各費目の単価を鳥取県が制定している土木工事標準積算基 

準書（歩掛及び機械損料を含む）、業務関係標準積算基準書、土木 

工事実施設計単価表(労務単価及び市場単価を含む）、その他通知、 

要領等で定められた歩掛、単価又は物価資料で置き換えることをい 

う。 

 （９）平均直下 …平均値に一番近い平均値以下の価格をいう。 

 



３  設計単価・歩掛決定の方法 

 ３－１ 材料単価決定方法 

  適用優先順位は次のとおりとする。 

１．鳥取県土木工事実施設計単価表 

２．物価資料 

３．特別調査 

４．見積書 

 

（１）物価資料による場合 

  月刊建設物価の鳥取県、中国又は全国価格を採用することを原則とし、月刊建設

物価に掲載されていない材料については、月刊積算資料の鳥取県、中国又は全国価

格を採用する。 

 ただし、価格の変動が特に著しい材料にあっては、速報版の価格を採用すること

ができるものとする。 

 なお、物価資料の価格を採用するに当たっては、価格を調査した段階及び価格の

適用等の条件を確認し、その適用を誤らないよう十分注意すること。 

ア 実勢価格の場合 

 物価資料には実勢価格として、大口需要者渡し価格、小口需要者渡し価格があ

るが、原則として大口需要者渡し価格を採用するものとする。 

  なお、特別の場合は実情にあったものとする。 

イ 公表価格の場合 

 公表価格で記載されている場合は、そのまま採用せず見積り等により決定する

ものとする。 

（２）特別調査による場合 

次のものについて特別調査を実施することとし、材料単価を適切に把握できる調

査機関に委託した特別調査価格を採用する。 

なお、特別調査は技術企画課が行うので、事前に技術企画課と協議を行うこと。 

ア 橋梁用大型ゴム支承 

イ ＰＣ桁 

ウ １資材で材料単価１００万円以上のもの及び１工事当たりの材料価格（材料 

単価に使用数量を乗じたもの）が５００万円以上のもの 

エ 凍結防止剤 

オ （１）の単価決定方法により難いもの 

カ 特別な事情により特別調査が必要となるもの 

（３）見積書による場合 

物価資料に実勢価格が掲載されていない場合及び特別調査によらない場合は、見

積りにより決定する。 

なお、カタログ等に記載されている価格についても、そのまま採用しないで見積

りにより決定する。 

ア 見積りを徴取する場合は、現場渡し価格とし、加工を含む材料の場合は加工を

含んだ価格とするほか、形状寸法、品質、規格、数量、納入時期、納入場所、見



積り有効期限及び消費税相当分を含まない等の条件を提示し、必要に応じ、資材

の形状や規格が確認できる図面（類似品の図面を除く）を添付した上で、別添様

式１及び別紙見積項目表により見積り依頼を行うものとする。ただし、これによ

り難い場合は任意様式とすることができる。 

なお、緊急を要する場合は電子メール及びファクシミリを使用して徴取しても

良いが、後日正式に依頼文書を送付すること。 

   イ 見積りの徴取先は、原則として建設業者に直接材料を納入する県内の販売店（資

材商社等）とする。ただし、メーカーから直接建設業者へ製造・納入される材料

については県内メーカーから徴取する。なお、県内に販売店又はメーカーが無い

場合は、県外から徴取することができる。 

ウ 見積りを徴取する場合は、原則として５社以上から徴取し、設計単価は異常値 

を排除した３社以上の平均値とする。なお、１円未満は切り捨てること。 

エ 見積りが３社に満たない場合は、見積価格の最低値を設計単価とする。 

オ 徴取結果において、過去の実績、他の類似品と比較して、明らかに実勢価格が 

乖離している場合は再見積りを依頼することができることとする。 

カ アからオにより材料単価の決定が困難な場合は、別途各材料の特性を考慮した

方法を採用することができるものとする。 

 

３－２ 施工歩掛決定方法 

適用優先順位は次のとおりとする。 

１．鳥取県土木工事標準積算基準書 

２．省庁が制定した基準 

３．公的機関が制定した基準 

４．見積書 

 

（１）鳥取県土木工事標準積算基準書、省庁が制定した基準又は公的機関が制定した基

準による場合 

    掲載されている歩掛をそのまま使用することとし、歩掛の基本構成を変更して

使用しないこと。ただし、変更することに妥当性があると認められる場合はこの

限りではない。 

（２）見積書による場合 

ア 当初設計時 

（ア）依頼先 

       業者の技術力、過去の実績、流通経路等を総合的に判断して、原則県内３

社以上から徴取するものとする。ただし特殊工法、特許工法等で、取扱メー

カー、商社数が限定されている場合はこれによらないが、依頼先選定理由の

整理をしておくこと。 

（イ）依頼方法 

       別添様式２「見積書の提出について（依頼）」により見積りの徴取を行うこ

と。ただし、これにより難い場合は任意様式とすることができる。 

見積りの提出依頼について、緊急を要する場合は電子メール及びファクシミ



リを使用して徴取しても良いが、後日正式に依頼文書を送付すること。 

    （ウ）依頼内容 

ａ 労務は鳥取県が単価を定めている職種の中から採用すること。 

      ｂ 直接工事費と間接工事費は明確に分けて見積りを徴取すること。ただし、

見積内訳を直接工事費と間接工事費に分けることができない場合、又は施

工方法及び施工内訳が不明で施工単価及び施工歩掛の見積りが徴取できな

い場合においては直接工事費と間接工事費を合わせた総合見積りとして徴

取できるものとする。 

    （エ）決定方法 

      ａ 見積書において、再構成できる項目は再構成を行うこととする。 

ｂ 損料及び賃料の見積りを徴取する場合は、建設機械等の基礎価格、耐  

用年数等（損料額算定に必要な諸数値）も同時に依頼することとし、損料

及び賃料についても再構成できる項目は再構成を行うこととする。 

ｃ 再構成後の見積書において、異常値を排除した平均直下の歩掛を設   

計歩掛とする。 

ｄ 各見積書のうち、最低価格の費目を寄せ集めて歩掛を作成する手法は行  

わないこと。 

      ｅ 徴取結果において、過去の実績、他の類似歩掛と比較して、明らかに実

勢価格が乖離している場合は再見積りを依頼することができることとする。 

イ 変更設計時 

（ア）依頼先 

       受注者１社から徴取するものとする。ただし、特殊な事情等により受注者

から見積りを徴取できない場合は、アによるものとする。 

（イ）依頼方法 

       協議により見積りを依頼すること。様式は任意とする。 

    （ウ）依頼内容 

直接工事費と間接工事費は明確に分けて見積りを徴取すること。ただし、  

見積内訳を直接工事費と間接工事費に分けることができない場合は直接工事

費と間接工事費を合わせた総合見積りとして徴取できるものとする。 

    （エ）決定方法 

ａ 受注者から徴取した見積書の歩掛を設計歩掛とする。 

ｂ 徴取結果において、過去の実績、他の類似歩掛と比較して、明らかに   

実勢価格が乖離している場合は再見積りを依頼することができることとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 



 

３－３ 業務歩掛決定方法 

適用優先順位は次のとおりとする。 

１．鳥取県業務関係標準積算基準書 

２．省庁が制定した基準 

３．公的機関が制定した基準 

４．見積書 

 

（１）鳥取県業務関係標準積算基準書、省庁が制定した基準又は公的機関が制定した基

準による場合 

    掲載されている歩掛をそのまま使用することとし、歩掛の基本構成を変更して

使用しないこと。ただし、変更することに妥当性があると認められる場合はこの

限りではない。 

（２）見積書による場合 

ア 当初設計時 

（ア）依頼先 

       ＴＥＣＲＩＳ（測量調査設計業務実績情報サービス）により、受注実績を

有する社の中から、原則県内３社以上を選定し、見積りを徴取するものとす

る。 

ただし、特に難易度が高い業務、受注実績の少ない業務等についてはこれに

よらないが、依頼先選定理由を整理しておくこと。 

（イ）依頼方法 

       別添様式３「見積書の提出について（依頼）」により見積りの徴取を行うこ

と。ただし、これにより難い場合は任意様式とすることができる。 

見積りの提出依頼について、緊急を要する場合は電子メール及びファクシミ

リを使用して徴取しても良いが、後日正式に依頼文書を送付すること。 

    （ウ）依頼内容 

ａ 労務は鳥取県が単価を定めている職種の中から採用すること。 

      ｂ 直接人件費等と諸経費は明確に分けて見積りを徴取すること。ただし、

見積内訳を直接人件費等と諸経費に分けることができない場合、又は方法

及び内訳が不明で業務単価及び業務歩掛の見積りが徴取できない場合にお

いては直接人件費等と諸経費を合わせた総合見積りとして徴取できるもの

とする。 

    （エ）決定方法 

      ａ 見積書において、再構成できる項目は再構成を行うこととする。 

ｂ 損料及び賃料の見積りを徴取する場合は、建設機械等の基礎価格、耐用  

年数等（損料額算定に必要な諸数値）も同時に依頼することとし、損料及

び賃料についても再構成できる項目は再構成を行うこととする。 

ｃ 再構成後の見積書において、異常値を排除した平均直下の歩掛を設計歩

掛とする。 

      ｄ 各見積書のうち、最低価格の費目を寄せ集めて歩掛を作成する手法は行



わないこと。 

      ｅ 徴取結果において、過去の実績、他の類似歩掛と比較して、明らかに実

勢価格が乖離している場合は再見積りを依頼することができることとする。 

イ 変更設計時 

（ア）依頼先 

       受注者１社から徴取するものとする。ただし、特殊な事情等により受注者

から見積りを徴取できない場合は、アによるものとする。 

（イ）依頼方法 

       協議により見積りを依頼すること。様式は任意とする。 

    （ウ）依頼内容 

直接人件費等と諸経費は明確に分けて見積りを徴取すること。ただし、見

積内訳を直接人件費等と諸経費に分けることができない場合は直接人件費等

と諸経費を合わせた総合見積りとして徴取できるものとする。  

    （エ）決定方法 

ａ 受注者から徴取した見積書の歩掛を設計歩掛とする。 

ｂ 徴取結果において、過去の実績、他の類似歩掛と比較して、明らかに   

実勢価格が乖離している場合は再見積りを依頼することができることとす

る。 

 

 

 

附 則 

この要領は、平成２０年７月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２７年４月２７日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、令和元年１０月１０日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、令和５年９月１日以降調達公告を行う工事及び業務から適用する。



別添（様式１） 

第          号 

     年    月    日 

 

                        様   

 

鳥取県〇〇〇〇〇〇所長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

   見積書の提出について（依頼） 

 

  このことについて、事業執行上の参考資料としたいので、下記により、当該資材につい

ての見積価格を提出していただきますようお願いします。 

 

記 

 

品   目  別紙見積項目表のとおり 

納 入 時 期      年    月頃 

納 入 場 所   

据  付  費 
・含む 

・含まない 

納   期         ヶ月 

見積有効期間 
        ヶ月 

（又は  年  月  日まで） 

工 場 検 査 □社内    □立会 

見積価格構成 

□製造原価 

□商品仕入価格 

□現場持込価格 

参  考  図 □有り（設計会社名：         ）   □無し  

注) ・消費税相当額抜きの価格を提示してください。 

・依頼内容について、疑義のある場合は、担当者までご連絡ください。 

・貴社の製品を指定したものではありませんのでご承知ください。 

２  見積提出期限            年    月    日 

３  担当者職氏名        （所属名、職名、氏名） 

４  問合せ先・提出先    （住所、電話番号等） 

 



別添（様式２） 

第          号 

     年    月    日 

 

                        様   

 

鳥取県〇〇〇〇〇〇所長   

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

   見積書の提出について（依頼） 

 

  このことについて、事業執行上の参考資料としたいので、下記により、○○○○○につ

いての見積を提出していただきますようお願いします。 

 

記 

 

施工内容、数量、単位、

仕様等 
 

現 場 条 件 

（大型車両の搬入可

否、時間の制約等） 

 

施 工 時 期      年    月頃 

施 工 日 数  

見積有効期間 
        ヶ月 

（又は  年  月  日まで） 

参  考  図 □有り（設計会社名：         ）    □無し 

そ  の  他   

注) ・消費税相当額抜きの価格を提示してください。 

・依頼内容について、疑義のある場合は、担当者までご連絡ください。 

・貴社の施工を指定したものではありませんのでご承知ください。 

・労務は鳥取県が単価を定めている職種の中から採用してください。 

・直接工事費と間接工事費は分けて計上してください。 

２  見積提出期限            年    月    日 

３  担当者職氏名        （所属名、職名、氏名） 

４  問合せ先・提出先    （住所、電話番号等） 

 



 

別添（様式３） 

第          号 

     年    月    日 

 

                        様   

 

鳥取県〇〇〇〇〇〇所長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

   見積書の提出について（依頼） 

 

  このことについて、事業執行上の参考資料といたしたく、下記により、○○○○○につ

いての見積を提出してくださいますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

業務内容、数量、単位

等 
 

現 場 条 件 

（大型車両の搬入可

否、時間の制約等） 

 

業 務 時 期      年    月頃 

見積有効期間 
        ヶ月 

（又は  年  月  日まで） 

参  考  資 料 □有り      □無し 

そ  の  他   

 

注) ・消費税相当額抜きの価格を提示してください。 

・依頼内容について、疑義のある場合は、担当者までご連絡ください。 

・貴社への委託を指定したものではありませんのでご承知ください。 

・労務は鳥取県が単価を定めている職種の中から採用してください。 

・直接人件費等と諸経費は分けて計上してください。 

２  見積提出期限            年    月    日 

３  担当者職氏名        （所属名、職名、氏名） 

４  問合せ先・提出先    （住所、電話番号等） 



別紙（見積項目表）

品　名 規格･寸法 数量 単位 単　価 備　考

（注意事項）

　・　使用予定数量が分かる場合は、数量欄に記載のこと。（概算数量可）

　・　参考としたメーカー名や型式が分かる場合は、備考欄に記載のこと。


